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田辺市農業委員会議事録 

平成３１年１月１０日（木）午後２時 田辺市役所別館 ３階 大会議室 

農業委員数１９名 

出席者１８名 

１番 山崎 清弘  ２番 鈴木 明  ３番 棒引 昭治  ４番 前田 登         

 ５番 福嶋 隆  ６番 更井 寛司 ７番 廣田 純一郎  ８番 瀧本 和明 

９番 田中 壽一  １０番 青木 登  １２番 鈴木 直孝 １３番 上森 力 

１４番 上中 悠司 １５番 岡上 達 １６番 川井 洋之 １７番 長嶝 博司 

１８番 松本 忠巳  １９番 峯園 五郎  

欠席者 １１番 日下 崇                  

事務局 局長 那須久男 農地係長 岡内伸午 企画員 片井恵子 企画員 里上佳史 

会議録署名委員  ３番 棒引 昭治      １８番 松本 忠巳 

 

議    長    皆さん。あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いしま

す。いよいよ「平成」も終わるということで、皆さんも、この３０年間を

どのように過ごされてきたか振り返る機会もあったかと思うのですが、農

業においては、やはり、後継者がいないという状況が深刻化し、農家にと

っては厳しい状況に直面してきたと感じております。昨年、田辺市の都市

計画マスタープランの会議に出席し議論しました。今後１０年間の田辺市

のまちづくりについて意見を交わしたのですが、市の産業の一つである農

業を今後１０年間どのように支えていくか。今後も厳しい時代は継続する

のではないかと心配もしております。新聞の報道では、梅が高単価で取引

され、みかんも高単価で取引されたなど、農業者には明るいニュースもご

ざいました。このような良い状況が数年前から続いていたらと感じており

ます。しかしながら、若い後継者、特に２０歳代の後継者は非常に少数で

あり寂しさを感じます。農業者にとって良い状況が拡大すれば、Ｕターン

やＩターンにより、当地で農業をしてくれる方が増加することにも期待さ

れます。我々としても良い状況を生み出せるよう農業に携わっていきたい

と思います。皆さまも農家の力になっていただきたいと思っています。そ

れでは最初に、農用地利用集積計画の合意解約の報告と田辺市農業経営基

盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権の設定の申し出がござい

ますので事務局の説明をお願い申し上げます。 

農振課 土屋   それでは、農用地利用集積計画の合意解約について報告させていただきま

す。１番、○○○字○○○○、畑の４，５９０㎡、貸人は○○○、○○○

○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成３０年

１２月７日です。引き続き、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本

的な構想による利用権設定について説明させていただきます。１番、○○

○字○○○○、田、１，０５７㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は

○○○、○○○○、賃貸借の水稲、年間米１俵・持参払い、期間は平成３

１年２月１日から平成３６年１月３１日の更新です。２番、○○○字○○

○○、畑、２，２００㎡、他１筆、合計４，８８３㎡、貸し手は○○○、

○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、全体で年間８万円・
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口座払い、期間は平成３１年２月１日から平成４１年１月３１日の更新で

す。３番、○○○字○○○○、田、１，１１１㎡、他１筆、合計１，１５

３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の

水稲、全体で年間２万円・持参払い、期間は平成３１年２月１日から平成

３４年１月３１日の更新です。４番、○○○字○○○○、田、９５０㎡、

貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、

期間は平成３１年２月１日から平成３３年１月３１日の更新です。５番、

○○○字○○○○、畑、４，７５０㎡、他２筆、合計７，８１３㎡、貸し

手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、全体で

年間３万円・持参払い、期間は平成３１年２月１日から平成３１年７月３

１日の新規です。６番、○○○字○○○○、畑、７１７㎡、他１筆、合計

１，１６６㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、

使用貸借の梅、期間は平成３１年２月１日から平成３７年１月３１日の更

新です。７番、○○○字○○○○、畑、６５１㎡、他１０筆、合計１７，

７５７㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸

借の梅、全体で年間１万５千円・持参払い、期間は平成３１年２月１日か

ら平成４１年１月３１日の更新です。８番、○○○字○○○○、畑、３，

８６３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用

貸借のすもも、期間は平成３１年２月１日から平成３４年１月３１日の新

規です。９番、○○○字○○○○、田、４３０㎡、貸し手は○○○、○○

○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成３１年２

月１日から平成３７年１月３１日の更新です。１０番、○○○字○○○○、

田、１５９㎡、他１筆、合計７９１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成３１年２月１日から

平成３７年１月３１日の更新です。１１番、○○○字○○○○、田、２８

７㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借

の水稲、期間は平成３１年２月１日から平成３４年１月３１日の更新です。

１２番、○○○字○○○○、田、２９３㎡、他１筆、合計５５２㎡、貸し

手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期

間は平成３１年２月１日から平成３４年１月３１日の更新です。１３番、

○○○字○○○○、田、４５３㎡、他１筆、合計１，１６３㎡、貸し手は

○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は

平成３１年２月１日から平成３５年１月３１日の更新です。１４番、○○

○字○○○○、田、５１９㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○

○、○○○○、賃貸借の水稲、年間米１０ｋｇ・持参払い、期間は平成３

１年２月１日から平成３７年１月３１日の更新です。１５番、○○○字○

○○○、畑、４６８㎡、他３筆、合計１，６１７㎡、貸し手は○○○、○

○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成３１年

２月１日から平成３５年１月１日の更新です。１６番、○○○字○○○○、

田、５９６㎡、他１筆、合計１，５３０㎡、貸し手は○○○、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成３１年２月１日

から平成３４年１月３１日の更新です。１７番、○○○字○○○○、田、
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９４８㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸

借の水稲、年間米２斗持参払い、期間は平成３１年２月１日から平成３４

年１月３１日の新規です。１８番、○○○字○○○○、田、９００㎡、貸

し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、

期間は平成３１年２月１日から平成３４年１月３１日の新規です。１９番、

○○○字○○○○、畑、１，０３１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成３１年２月１日から平

成５１年１月３１日の新規です。２０番、○○○字○○○○、田、７７９

㎡、他１筆、合計１，７５３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○

○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成３１年２月１日から平成３

７年１月３１日の新規です。２１番、○○○字○○○○、田、４９５㎡、

他５筆、合計４，０５６㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、

○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成３１年２月１日から平成３４年１

月３１日の新規です。２２番、○○○字○○○○、畑、１，３１２㎡、貸

し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期

間は平成３１年２月１日から平成５１年１月３１日の新規です。２３番、

○○○字○○○○、畑、９３４㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は

○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成３１年２月１日から平成５

１年１月３１日の新規です。２４番、○○○字○○○○、畑、５１５㎡、

他７筆、合計１，７５２㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、

○○○○、使用貸借の梅、期間は平成３１年２月１日から平成３７年１月

３１日の新規です。２５番、○○○字○○○○、畑、６０４㎡、貸し手は

○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平

成３１年２月１日から平成３７年１月３１日の新規です。合計２５件、６

０筆、５８，８２１㎡、貸し手２３名、借り手１７名です。ご審議をよろ

しくお願いいたします。 

議    長   それでは、合意解約についてご意見ご質問ございませんか。 

         （なしの声） 

議    長   はい、それでは報告とさせていただきます。 

         続きまして、利用権の設定について逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番から３番まで更新です。異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新です。異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新です。異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、９番。 
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○○番 委員   ○○番○○です。９番から１４番異議ございません。 

議    長   はい、１５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新ということで、１６番異議ございません。 

議    長   はい、１７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、２０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、２１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、２２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２２番２３番異議ございません。 

議    長   はい、２４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２４番２５番異議ございません。 

議    長   はい、それでは、以上２５件異議なしとのことでございます。そのように

取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。以上で基盤法に係る議案

は終了しました。それでは定例委員会に移りたいと思います。本日、１１

番日下崇委員さんより欠席の届けが出てございます。本日の会議録署名委

員に、１８番松本委員さん、３番棒引委員さんよろしくお願いをいたしま

す。本日の議案は、議案第１号農地法第３条申請について、議案第２号農

地法第４条申請について、議案第３号農地法第５条申請について、議案第

４号農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願いについて、議案第

５号農地の形状変更願について、議案第６号農地等売渡あっせん申出につ

いて、報告第１号農地法施行規則第２９条第１項第１号による届出につい

て、報告第２号農地法施行規則第５３条第１項第１４号による協議につい

て、を上程させていただきます。それでは議案第１号農地法第３条申請に

ついて、事務局の説明をお願い申し上げます。 

片井 企画員   １ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請を説明させていた

だきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は５６５㎡、他３筆、合計１，９３２㎡、譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。２番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は４，５９０㎡、譲渡人

は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。３番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，５３

２㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。
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４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面

積は４６６㎡、他１筆、合計７６６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受

人は○○○、○○○○、売買です。５番、○○○字○○○○、地目は登記

簿が田、現況が休耕田、面積は３９㎡、他３筆、合計２７６㎡、譲渡人は

○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。６番、土地の

所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は３７

１㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。

７番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積

は１４９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈

与です。営農計画書有りです。以上７件ついて書類を審査したところ、常

時従事、全部耕作、周辺農地への影響等、農地法第３条第２項の許可でき

ない要件には該当していませんので、許可の要件を充たしていると判断い

たします。ご審議の程よろしくお願い申しあげます。 

議    長   ありがとうございます。第３条申請の逐条審議をお願いします。それでは

１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。譲渡人は最近、相続によりこの農地を取得しましたが、

遠方に住んでいるため、これらの農地の近くの譲受人に譲り渡したいとの

ことです。１番異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番３番いずれも譲渡人が高齢とのことで異議ございま

せん。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。５番異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。６番異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。譲渡人と譲受人は夫婦です。夫の譲受人が最近健康を害

したため妻に贈与するとのことです。異議ございません。 

議    長   はい、議案第１号農地法第３条申請７件異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第２号

農地法第４条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

里上 企画員   ３ページをお願いします。議案第２号農地法第４条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２６０㎡、

所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は農業用倉庫１棟７４．２

３㎡、作業場１８５．７７㎡、合計２６０㎡、着工日、工事期間は許可日

より５ヶ月以内、農用地の内外は当初抜となっています。隣接同意、水利

同意はございます。この土地は中山間地域にある小集落の農地で、第２種

農地です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共
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に畑、面積は６８３㎡、所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は

太陽光発電施設６８３㎡、４９ｋＷ、着工日、工事期間は許可日より１２

ヶ月以内、農用地の内外は用途外となっています。隣接同意はございます

が一部ございません。このことについて報告書が添付されています。同意

書が得られなかった１名の隣接農地所有者からは、太陽光発電施設設置に

は反対ではなく、問題はないと口頭による承諾を得ている。署名・押印す

る行為に抵抗があるとのことで同意書をえられなかったとの内容です。水

利同意はございます。この土地は都市計画用途地域内（第１種住居地域）

にありますので、第３種農地です。以上２件につきまして、申請書、添付

書類を審査しましたところ、農地法第４条第２項の許可できない要件に該

当しないと判断します。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査の報告を行います。先日１月８日に○○○○、

委員、那須局長、岡内係長、里上企画員、それに私の５名で、１９件の現

地調査を行ってきました。それでは、４条申請から説明いたします。１番、

申請場所は○○○○より西へ約２５０ｍ、現況は畑です。隣接状況は東側

が畑、西側が畑、南側が公衆用道路、北側が宅地、転用理由は、申請人が

現在使用している倉庫が手狭となってきていることから、自宅前に広い倉

庫が必要となり転用するものです。転用内容は農業用倉庫・作業場を設置

します。切土盛土は無しです。雨水は自然浸透です。隣接同意、水利同意

もあり、問題ないと思います。２番、申請場所は○○○○から南へ約５０

０ｍ、現況は梅畑です。隣接状況は東側が山林、西側が畑、南側が畑、北

側が畑、転用理由は、申請人は、制服販売を本業としており、農業縮小と

土地の有効利用を考え、太陽光発電施設として転用するものです。転用内

容は太陽光発電施設パネル１９８枚設置 ４９．０ｋｗ発電設備を設置し

ます。切土盛土は無しです。雨水は自然浸透です。隣接同意が一部ありま

せん。事務局から説明がありましたように、隣接農地所有者からは、太陽

光パネル設置に反対ではなく署名押印は抵抗があるため断られたとのこと

です。水利同意はあります。許可相当と判断します。以上です。 

議    長   ありがとうございます。第４条申請の逐条審議をお願いします。それでは

１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。農業用倉庫への転用です。１番異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。隣接同意が得られていない方もおられますが、特に反対

ではないとのことですので、異議ございません。 

議    長   はい、以上２件異議なしとのことでございます。そのように取り計らって

よろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第３号農

地法第５条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

里上 企画員   ４ページをお願いします。議案第３号農地法第５条申請です。１番、土地
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の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２３５㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規

模は住宅１棟９４．１２㎡、駐車場等１４０．８８㎡、合計２３５㎡、着

工日、工事期間は許可日より１２ヶ月以内、農用地の内外は平成２８年１

１月１日に除外となっています。隣接同意、水利同意はございます。この

土地は中山間地域にある小集落の農地で、第２種農地です。２番、土地の

所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，１３９

㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及

び規模は資材倉庫１棟１６２㎡、駐車場・資材置場９７７㎡、合計１，１

３９㎡、着工日、工事期間は許可日より１０ヶ月以内、農用地の内外は平

成３０年１１月９日に除外となっています。隣接同意、水利同意はござい

ます。この土地は中山間地域にある小集落の農地で、第２種農地です。続

きまして３番と４番を合わせて一つの貸資材置場とする申請でございます。

３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、

面積は１７７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は貸資材置場１，３１１㎡、これは４番の申請と合計し

た面積です。着工日、工事期間は許可日より３ヶ月以内、農用地の内外は

平成３０年１１月９日に除外となっています。隣接同意、水利同意はござ

います。この土地は中山間地域にある小集落の農地で、第２種農地です。

４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕畑、

面積は９３㎡、他２筆、合計１，１３４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人以下は３番と同様です。この土地は中山間地域にある小集落の農地

で、第２種農地です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿、現況共に畑、面積は７９２㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は

○○○、○○○○、使用目的及び規模は事務所１棟２０６．０４㎡、駐車

場等５８５．９６㎡、合計７９２㎡、着工日、工事期間は許可日より１２

ヶ月以内、農用地の内外は平成３０年１１月９日に除外となっています。

隣接同意、水利同意はございます。この土地は中山間地域にある小集落の

農地で、第２種農地です。６番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿が田、現況が畑、面積は５５㎡、他２筆、合計４９８㎡、譲渡人は

○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は分譲

住宅４棟２２３．８４㎡、駐車場・庭園等２７４．１６㎡、合計４９８㎡、

着工日、工事期間は許可日より１２ヶ月以内、農用地の内外は用途外とな

っています。隣接同意、水利同意は不要です。この土地は都市計画用途地

域内（第１種中高層住居専用地域）にありますので、第３種農地です。７

番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況が畑、面積は１

１６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目

的及び規模は駐車場１１６㎡、着工日、工事期間は許可日より６ヶ月以内、

農用地の内外は用途外となっています。隣接同意、水利同意は不要です。

この土地は都市計画用途地域内（第１種住居地域）にありますので、第３

種農地です。８番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、

現況が休耕畑、面積は５９４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○
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○○字○○○○、使用目的及び規模は分譲住宅３棟１７３．２８㎡、道路・

庭園等４２０．７２㎡、合計５９４㎡、着工日、工事期間は許可日より１

２ヶ月以内、農用地の内外は平成３０年１１月９日に除外となっています。

隣接同意、水利同意はございます。この土地は中山間地域にある小集落の

農地で、第２種農地です。続きまして９番と１０番を合わせて一つの資材

置場とする申請でございます。９番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は７８㎡、他２筆、合計２，３４５

㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及

び規模は資材置場２，５６１㎡、これは１０番の申請と合計した面積です。

着工日、工事期間は許可日より１０ヶ月以内、農用地の内外は平成３０年

１１月９日に除外となっています。隣接同意はございます。水利同意は不

要です。この土地は過疎化の山村区域にある小集落の農地で、第２種農地

です。１０番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況

が休耕田、面積は２１６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人以下は９

番と同様です。この土地は過疎化の山村区域にある小集落の農地で、第２

種農地です。１１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、

現況が休耕田、面積は４１３㎡、他２筆、合計１，３８１㎡、賃貸人は○

○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光

発電施設１，３８１㎡、４９．５ｋＷ、着工日、工事期間は許可日より３

ヶ月以内、農用地の内外は当初抜となっています。隣接同意はございます。

水利同意は不要です。この土地は過疎化の山村区域にある小集落の農地で、

第２種農地です。１２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿

が畑、現況が雑種地、面積は８４３㎡、他２筆、合計１，９５２㎡、賃貸

人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は

簡易宿所２棟１１１．９４㎡、庭園１，８４０．０６㎡、合計１，９５２

㎡、着工日、工事期間は許可日より６ヶ月以内、農用地の内外は平成３０

年１１月９日に除外となっています。隣接同意は不要、水利同意はござい

ます。始末書有りです。このことにつきまして始末書が添付されています。

申請地は、これまで付近の方からご指摘を受けることもなく庭園として利

用してきました。今回、簡易宿所建築のための申請を進める中で、農地法

を改めて知ることになりました。これまでの行為をお詫びした上で、今後、

関係法律等を遵守いたしますので、何卒、許可下さいますようお願いしま

すとの内容です。この土地は過疎化の山村区域にある小集落の農地で、第

２種農地です。続きまして１３番から１５番は隣接した農地に３つの太陽

光発電施設を設置する申請でございます。１３番、土地の所在は○○○字

○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は８９６㎡、譲渡人は

○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽

光発電施設８９６㎡、３３ｋＷ、着工日、工事期間は許可日より３ヶ月以

内、農用地の内外は平成２５年６月２５日に除外となっています。隣接同

意はございます。水利同意は不要です。この土地は過疎化の山村区域にあ

る小集落の農地で、第２種農地です。１４番、土地の所在は○○○字○○

○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は７９２㎡、譲渡人及び譲
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受人は１３番と同じです。使用目的及び規模は太陽光発電施設７９２㎡、

３８．５ｋＷ、以下、１３番と同じ内容です。この土地は過疎化の山村区

域にある小集落の農地で、第２種農地です。１５番、土地の所在は○○○

字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は１，２８９㎡、譲

渡人及び譲受人は１３番と同じです。使用目的及び規模は太陽光発電施設

１，２８９㎡、４９．５ｋＷ、以下、１３番と同じ内容です。この土地は

過疎化の山村区域にある小集落の農地で、第２種農地です。以上１５件に

つきまして、申請書、添付書類を審査しましたところ、農地法第５条第２

項の許可できない要件に該当しないと判断します。ご審議の程よろしくお

願い申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。５条申請の１番から８番まで説明させていただきます。

それでは、１番、申請場所は○○○○から東へ約３００ｍ、現況は畑です。

隣接状況は東側が市道・雑種地、西側が畑、南側が県道、北側が畑です。

転用理由は、譲受人は当該地付近で居宅新築のため、適切な土地を探して

おりましたが、見つからなかったため、譲渡人である叔父に相談したとこ

ろ、当該農地への居宅建築の承諾を得たことから、転用するものです。転

用内容は住宅、駐車場２台分とします。高さ０．２～０．８７ｍの盛土を

行います。汚水は合併処理後、雨水とともに敷地東側の新設側溝を経由し

県道側溝へ放流です。隣接同意、水利同意もあり、問題ないと思います。

２番、申請場所は○○○○から南へ約２００ｍ、現況は畑です。隣接状況

は東側が宅地、西側が田、南側が畑・水路、北側が畑・田・水路です。転

用理由は、譲受人は土木業及び建築業を営んでおり、市内や市外への移動

がしやすい資材置場等の用地を探していたところ、高齢のため経営縮小を

考えていた譲渡人との話がまとまり、転用するものです。転用内容は資材

倉庫・作業場・資材置場とします。切土及び盛土はありません。雨水は自

然浸透です。隣接同意、水利同意もあり、問題ないと思います。３番と４

番について、申請場所は○○○○からから北へ約１５０ｍ、現況は休耕畑

です。隣接状況は東側が宅地・県道、西側が畑・道路、南側が畑、北側が

市道です。転用理由は、譲受人は土木業を営んでおり、事業拡大のため事

務所から近い資材置場用地を探していたところ、整体師業を行っている譲

渡人との話がまとまり、転用するものです。転用内容は貸資材置場としま

す。切土及び盛土はありません。雨水は自然浸透です。隣接同意、水利同

意もあり、問題ないと思います。５番、申請場所は○○○○から南西へ約

３００ｍ、現況は畑です。隣接状況は東側が山林、西側が雑種地、南側が

市道、北側が畑です。転用理由は、譲渡人は、相続により取得しましたが、

農業経営の縮小を考えていたところ、この度、事務所と駐車場用地として

転用するものです。転用内容は事務所、駐車場８台とします。切土及び盛

土はありません。汚水は合併処理後、雨水とともに南側市道側溝へ放流で

す。隣接同意、水利同意もあり、問題ないと思います。６番、申請場所は

○○○○から東へ約２００ｍ、現況は畑です。隣接状況は東側が市道、西
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側が宅地、南側が市道、北側が宅地です。転用理由は、譲渡人は、高齢で

耕作が困難となっており、土地の有効利用を考えていたところ、この度、

分譲住宅用地として転用するものです。転用内容は分譲住宅４戸とします。

高さ２５～８５ｃｍの切土及び高さ４５～６２ｃｍの盛土を行います。汚

水は合併処理後、雨水とともに南側市道側溝へ放流です。隣接同意あり、

水利同意は不要です。問題ないと思います。７番、申請場所は○○○○か

ら北へ約９０ｍ、現況は畑です。隣接状況は東側が宅地、西側が宅地、南

側が宅地、北側が市道です。転用理由は、譲渡人は、高齢で耕作が困難と

なっていたところ、従業員の駐車場用地を探していた譲受人との話がまと

まり、転用するものです。転用内容は駐車場３台とします。切土及び盛土

はありません。雨水は自然浸透及び北側市道側溝へ放流です。隣接同意及

び水利同意は不要です。問題ないと思います。８番、申請場所は○○○○

から南西へ約４００ｍ、現況は休耕畑です。隣接状況は東側が市道、西側

が市道・宅地、南側が畑・宅地、北側が市道です。転用理由は、譲渡人は

長年耕作していましたが、近年の住宅化に伴い耕作しづらく不安を感じて

いたところ、申請地付近で分譲住宅用地を探していた譲受人との話がまと

まり、この度、転用するものです。転用内容は分譲住宅３戸とします。高

さ１１～８４ｃｍの切土及び高さ６～７８ｃｍの盛土を行います。汚水は

合併処理後、雨水とともに西側市道側溝へ放流です。隣接同意、水利同意

もあり、問題ないと思います。以上です。 

○○番 委員   ○○番○○です。９番と１０番について、申請場所は○○○○から北西へ

約５００ｍ、現況は休耕田です。隣接状況は東側が田・市道・雑種地、西

側が畑・山林、南側が畑、北側が雑種地です。転用理由は、譲受人は現在、

市道をはさんで、申請地に対面する川側の土地を資材置場として利用して

いるが、台風等で浸水するため、高台の土地を探していたところ、営農の

縮小を考えていた譲渡人との話がまとまり、転用するものです。転用内容

は資材置場とします。高さ１ｍの切土及び高さ１２～５５ｃｍの盛土を行

います。雨水は自然浸透です。隣接同意あり、水利同意は不要です。問題

ないと思います。１１番、申請場所は○○○○から北へ約５００ｍ、現況

は休耕田及び休耕畑です。隣接状況は東側が畑・山林・宅地、西側が田・

宅地、南側が畑・田・山林・里道、北側が山林、転用理由は、譲渡人は高

齢や獣害のため、営農の縮小を考えていたところ、この度、譲受人からの

要望もあり、太陽光発電施設用地として譲渡するものです。転用内容は太

陽光発電施設パネル３２４枚設置 ４９．５ｋｗ発電設備を設置します。

切土盛土は無しです。雨水は自然浸透です。隣接同意あり、水利同意は不

要です。問題ないと思います。１２番、申請場所は○○○○から北西へ約

３００ｍ、現況は雑種地です。隣接状況は東側が山林・河川、西側が市道、

南側が水路・山林、北側が市道です。転用理由は、賃貸人の所有農地を、

その賃貸人が経営する法人との間で賃貸借契約を結び、法人が簡易宿所等

を増設するものです。転用内容は簡易宿所・庭園とします。切土及び盛土

はありません。汚水は合併処理後、雨水とともに北側市道側溝へ放流です。

庭園部分は自然浸透です。隣接同意は不要、水利同意はあります。始末書
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も添付されており、問題ないと思います。１３番から１５番について、申

請場所は○○○○より北東へ約６００ｍ、現況は休耕田です。隣接状況は

東側が水路・宅地、西側が畑・山林・墓地・公衆用道路・里道、南側が市

道、北側が水路・原野、転用理由は、譲渡人は高齢や獣害のため、営農の

縮小を考えていたところ、この度、譲受人からの要望もあり、太陽光発電

施設用地として譲渡するものです。転用内容は太陽光発電施設パネル１６

８枚設置 ３３．０ｋｗ発電設備とパネル１９２枚設置 ３８．５ｋｗ発

電設備とパネル２８８枚設置 ４９．５ｋｗ発電設備の合計３施設を設置

します。切土盛土は無しです。雨水は自然浸透です。隣接同意あり、水利

同意は不要です。問題ないと思います。 

議    長   ありがとうございます。第５条申請の逐条審議をお願いします。それでは

１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番から４番異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。５番６番異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。８番異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。９番１０番異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１１番異議ございません。 

議    長   はい、１２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１２番異議ございません。 

議    長   はい、１３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１３番から１５番異議ございません。 

議    長   はい、以上１５件異議なしとのことでございます。そのように取り計らっ

てよろしいでしょうか。 

○○番 委員   ○○番○○です。質問させて下さい。１３番から１５番の太陽光発電施設

について、隣接農地とのことですが、それぞれ接しているのですか。 

里上 企画員   間に里道を挟んでいる箇所と２筆の農地を挟んでいる箇所がある農地の配

置となっています。 

○○番 委員   ○○番○○です。これら３筆の農地が接しているのではないのですね。 

里上 企画員   はい、接してはいません。 

○○番 委員   ○○番○○です。一つの農地を申請前に分筆したということではないので

すね。 

里上 企画員   はい。 

岡内  係長   分筆したとしても、譲受人は同一人物であるため、農地法の申請上は一連

の施設として考えます。 
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○○番 委員   ○○番○○です。仮に、一つの農地を申請前に３筆に分筆し、それぞれの

地番の土地に独立した太陽光発電施設を設置する場合、譲受人は同一であ

っても申請は可能ですか。 

岡内  係長   今回の１３番から１５番の申請と同じ考え方となり、経済産業省の認可が

済んでいる、あるいは、見込まれるなら申請は可能です。この地域は５０

ｋｗ以上の高圧施設の設置は可能でない地域であり、５０ｋｗ未満の低圧

施設を複数設置する計画になってしまいます。県太陽光発電事業の実施に

関する条例の対象施設は５０ｋｗ以上のため、５０ｋｗ未満の施設が複数

であっても、その対象にはなりません。 

○○番 委員   ○○番○○です。県の太陽光発電施設の条例の対象にはならないというこ

とですね。やはり条例の意味がなさないと感じます。 

議    長   県太陽光発電事業の実施に関する条例については議論を重ねてきています

が、橋本市では５０ｋｗ未満の施設を対象とした条例を制定するようであ

ります。それでは改めまして１５件異議なしとのことでございます。その

ように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第４号

農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願について事務局の説明を

お願いします。 

里上 企画員   ９ページをお願いします。議案第４号農地法第２条の規定による農地でな

い旨の証明願についてです。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿が畑、現況が宅地、面積は３８５㎡、申請人は○○○、○○○○、

申請地は昭和３７年頃に雉の養殖場として建物を建築し、現在に至ってお

ります。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況

が原野、面積は２２８㎡、他２筆、合計１，０９３㎡、申請人は○○○、

○○○○、申請地は海岸に近く、海風や高潮の影響を受け、耕作に適さな

かったため、祖父の時代から耕作放棄地状態となっており、５０年以上は

原野状態のまま現在に至っております。３番、○○○字○○○○、地目は

登記簿が畑、現況が宅地、面積は３６０㎡、申請人は○○○、○○○○、

申請地は昭和４４年に住宅を建築し、現在に至っております。以上３件、

ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。続きまして、現地調査の代表委員の方の所

見を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、申請場所は○○○○から南東へ約５００ｍ、現況

は宅地です。隣接状況は東側が宅地、西側が市道、南側が市道、北側が畑・

宅地です。申請地には、当初、祖父が建てた小さな鶏小屋があったが、昭

和３７年頃から養殖場として５年前まで使用し、現在に至っております。

近隣住民および地元農業委員の証明もありますので、問題ないと思います。

２番、申請場所は○○○○から南へ約９００ｍ、現況は原野です。隣接状

況は東側が山林、西側が山林、南側が市道、北側が原野・山林です。この

土地は海岸に近く、海風や高潮の影響を受け、耕作に適さなかったため、

祖父の時代から耕作放棄地状態となっておりました。その後も耕作する者
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がいなかったため、５０年以上は原野状態のまま現在に至っております。

近隣住民および地元農業委員の証明もありますので、問題ないと思います。

３番、申請場所は○○○○から北東へ約７００ｍ、現況は宅地です。隣接

状況は東側が宅地、西側が宅地、南側が市道、北側が山林です。申請地は、

昭和４４年に建物を建築し、母親の亡き後、平成２２年からは空き家状態

となり、平成２５年には賃貸住宅として改修し、現在に至っております。

近隣住民および地元農業委員の証明もありますので、問題ないと思います。 

議    長   ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番について願出人さんは相続によりこの土地を取得し

ましたが遠隔地に住まいされており、土地の管理もできず、宅地として処

分を考えておられ、現地調査委員さんの報告のとおり、異議ございません。

２番について、すぐ前が海岸です。私も若い頃、よく近くに出かけました

が、その頃からも農地はありませんでした。現地調査委員さんの報告のと

おり、異議ございません。 

議    長   ありがとうございます。１番の養殖場は現在も養殖をされているのですか。 

○○番 委員   ○○番○○です。願出人の父親が亡くなっており、養殖場は廃屋のような

状態です。 

議    長   はい、わかりました。続きまして３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３番異議ございません。 

議    長   はい、以上３件異議なしとのことでございます。そのように取り計らって

よろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第５号

農地の形状変更願について、事務局からの説明をお願いします。 

里上 企画員   １０ページをお願いします。議案第５号農地の形状変更願です。１番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は１，０

４３㎡、申請人は○○○、○○○○、変更理由は盛土して梅畑に変更した

い。着工日、工事期間は許可日より１２ヶ月以内、隣接同意、水利同意は

ございます。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況

共に田、面積は４３１㎡、申請人は○○○、○○○○、変更理由は盛土し

て野菜畑に変更したい。着工日、工事期間は許可日より６ヶ月以内、隣接

同意、水利同意はございます。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿、現況共に田、面積は３７５㎡、申請人以下は２番と同様です。

以上３件、ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、申請場所は○○○○より南へ約２００ｍ、現況は

田です。隣接状況は東側が畑、西側が畑、南側が市道、北側が畑です。形

状変更の理由は、申請地は本年１１月に取得し、以前は水稲を栽培されて

いたが、土壌は湿地であり、かつ、梅畑にするには作業面で効率が悪く、

市道の高さまで盛土して梅畑に形状変更を行うものです。高さ６０ｃｍの

盛土を行います。雨水は自然浸透及び既設水路へ放流です。隣接同意、水
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利同意もあり、問題ないと思います。２番、申請場所は○○○○から北へ

約３００ｍ、現況は田です。隣接状況は東側が田、西側が畑、南側が市道、

北側が宅地です。形状変更の理由は、申請地に接して、県道の拡幅工事が

行われています。この度、進入の利便性からその県道と同じ高さまで盛土

し、野菜畑に形状変更を行うものです。高さ２ｍの盛土を行います。雨水

は自然浸透及び西側既設水路へ放流です。隣接同意、水利同意もあり、問

題ないと思います。３番、申請場所は○○○○から北東へ約３００ｍ、現

況は田です。隣接状況は東側が田・公衆用道路、西側が田、南側が田、北

側が宅地です。形状変更の理由は、申請地に接して、県道の拡幅工事が行

われています。この度、進入の利便性からその県道と同じ高さまで盛土し、

野菜畑に形状変更を行うものです。高さ２ｍの盛土を行います。雨水は自

然浸透及び南側既設暗渠へ放流です。隣接同意、水利同意もあり、問題な

いと思います。 

議    長   ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの報告のとおり、１番異議ございませ

ん。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。大雨が降ると浸水する農地です。現地調査委員さんの報

告のとおり、２番３番異議ございません。 

議    長   はい、以上３件異議なしとのことでございます。そのように取り計らって

よろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第６号

農地等売渡あっせん申出について、事務局からの説明をお願いします。 

里上 企画員   １１ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に田、面積は３０７㎡、他３筆、合計１，７２７㎡、作

物は水稲と梅、１０アール当たりの収穫量は水稲が１００ｋｇ、梅が１，

０００ｋｇ、希望価格は各２５万円の合計１００万円です。所有者は○○

○、○○○○です。以上１件、ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   それでは、地元委員の状況説明をお願いします。はい１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番について、所有者は高齢で耕作ができなくなられて

おり、他の所有農地も以前に売買したり、貸したりしている状況であり、

これらの農地についても農地として利用していただける方に譲りたいとの

ことであり、今回、あっせんの申出がございました。 

議    長   はい、ありがとうございます。議案第６号農地等売渡あっせん申出の１件

について、あっせんすることにご異議ございませんか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、無いようですので、あっせん委員を私から指名させてもらってよろ

しいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、地元の○○○○委員さん、○○○○委員さん、○○○○委員さ

んにお願いします。以上、委員の皆さん、よろしくお願いします。続きま
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して、報告第１号農地法施行規制第２９条第１項第１号による届出につい

て、事務局からの説明をお願いします。 

里上 企画員   １２ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は５４１㎡の内１１．１３㎡、届出人は○○

○、○○○○、使用目的及び規模は農作業用駐車場１１．１３㎡、転用面

積１１．１３㎡です。以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   ただいまの報告について、ご意見、ご質問ございませんか。    

         （なしの声あり。） 

議    長   無いようでございますので、報告とさせていただきます。続きまして、報

告第２号農地法施行規則第５３条第１項第１４号による協議について、事

務局からの説明をお願いします。 

片井 企画員   １３ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は２０３㎡の内１２㎡、賃貸人は○○○、○

○○○、賃借人は○○○、○○○○、賃貸借権の設定、無線基地局工事、

コンクリート柱１本、機器装置一式です。２番、土地の所在は○○○字○

○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は２２０㎡の内１２㎡、賃貸人

は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、賃貸借権の設定、無線

基地局工事、コンクリート柱１本、機器装置一式です。以上２件、ご報告

申し上げます。 

議    長   ただいまの報告について、ご意見、ご質問ございませんか。    

         （なしの声あり。） 

議    長   無いようでございますので、報告とさせていただきます。それではその他

の案件でございます。１２月の県の農業会議に提出いたしました４条申請

２件、５条申請３件につきましては無事答申されましたことをご報告申し

上げます。予定しておりました案件すべて終了しましたが、皆さん方から、

何かございませんか。無ければ、事務局から報告がございますのでお願い

します。 

片井 企画員   農業者年金加入推進活動の状況について報告あり。 

議    長   はい、ありがとうございます。ほかに無ければ、本日はこれで閉会いたし

ます。慎重にご審議いただきましてありがとうございました。 

 

午後３時２５分終了 


